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はじめに 
 

我が国では急速に高齢化が進み，平成１９年には高齢化率が２１％

を超え，５人に１人が高齢者という，他のどの国も経験したことのな

い「前例のない高齢社会」を迎えています。 

 

宇都宮市の平成２２年現在の高齢化率は１９．４％であり，全国平

均より低い水準で推移しているものの，高齢化は確実に進行している

状況にあります。また，高齢者の単身世帯や高齢者のみ世帯の増加，

さらに，認知症高齢者の増加等に伴い，高齢者福祉や介護サービスへ

のニーズは着実に増加しています。 

 

このようなことから，宇都宮市では，平成２１年３月に策定した

「第５次高齢者保健福祉計画・第４期介護保険事業計画（にっこり

安心プラン）」において，認知症高齢者対策をリーディングプロジェ

クトに掲げ，重点的に事業に取り組んでいます。 

 

宇都宮市認知症高齢者等懇談会では，これまでの宇都宮市の取組

を踏まえ，認知症高齢者等対策をより実効性のあるものとするため，

平成２１年１２月２２日の第１回会議以降，４回の会議を開催し，

毎回，幅広い観点から活発な議論を重ねてきました。 

 

本報告書は，これまでの議論の結果として，認知症高齢者等対策

において対応すべき課題や，取り組むべき施策・事業について取り

まとめたものです。本報告書を契機として，宇都宮市における更な

る認知症高齢者等対策の推進に向けた，より一層の取組を強く期待

します。 

 

 

   平成２３年  月         

 宇都宮市認知症高齢者等対策懇談会 

         会 長  大 森 健 一     
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Ⅰ 宇都宮市認知症高齢者等対策懇談会の開催経過 
 

【第１回】 

開催日時 平成２１年１２月２２日（火）１０：００～１１：５０ 

審議内容 ・ 認知症高齢者等対策懇談会の進め方について 

・ 認知症を取り巻く現状と本市の認知症対策について 

 

【第２回】 

開催日時 平成２２年 ３月２４日（水）１０：００～１１：３０ 

審議内容 ・ 認知症に関するアンケート調査結果及び課題について 

 

【第３回】 

開催日時 平成２２年 ７月 ７日（水）１４：００～１５：４５ 

審議内容 ・ 認知症高齢者等対策における課題について 

・ 認知症高齢者等対策における施策事業について 

 

【第４回】 

開催日時 平成２３年 ３月 ２日（水）１４：００～  ： 

審議内容 ・ 認知症高齢者等対策に関する報告書（案）について 
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Ⅱ 認知症高齢者等対策の課題と必要な取組 
  これまで４回の会議を通じて，本市の認知症対策の取組状況や，

今後の社会環境の変化を踏まえ，認知症高齢者等対策の課題や必

要な取組について，専門的な見地から検討を進めてきました。 

本懇談会における検討結果として，「まちぐるみで認知症ケ

ア」の実現に向けた必要な取組について，以下のとおり報告しま

す。 

 

１ 認知症の正しい理解に向けた周知啓発の推進 

⑴ 課題 

・ 高齢化の進行に伴い，今後，認知症の高齢者の増加が予測

さています。 

  ・ 認知症に対する正しい理解は，認知症の予防，早期発見，

早期診断，家族介護，認知症高齢者を支える仕組みづくりに

取り組む上で重要な基盤になります。 

・ このため，認知症対策をより実効性が高いものとするため，

市民一人ひとりが認知症に対する理解を深めるための周知啓

発事業にさらに取り組む必要があります。 

 

 ⑵ 必要な取組 

認知症の正しい理解に向けた周知啓発の手法として，次の取

組を提案します。 

 

○ 認知症啓発月間等の導入 

市民への認知症の理解を広げるため，広報紙やホームページ

の活用のほか，認知症予防講演会や認知症サポーター養成講座

の開催などを集中的に実施する「認知症啓発月間」を設けるな

ど，全市的な啓発事業の展開 

 

 ○ 認知症サポーター養成講座の効果的な展開 

   まちぐるみで認知症の人やその家族を支援するため，職域や

学校など，子供から高齢者までより多くの市民が受講できる講

座の展開 
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２ 認知症予防の推進 

 ⑴ 課題 

  ・ 認知症については，健康的な生活習慣を保持することで予

防できる場合があることから，高齢者等の身近なところから

認知症予防に繋がる取組を充実する必要があります。 

 

 ⑵ 必要な取組 

認知症予防の推進に向け，次の取組を提案します。 

 

○ 認知症予防プログラムの推進 

   高齢者が自ら予防活動に参加し，認知症になりにくい生活習

慣を身に付けることができるよう，介護予防教室など既存事業

の活用による認知症予防プログラムの推進 

 

 

３ 早期発見・早期診断のための取組の構築や医療・介護・福祉が

連携したケア体制の充実 

 ⑴ 課題 

  ・ 認知症は，早期の段階で対応し適切な処置を行うとともに，

適切な薬物療法やリハビリテーション等により，進行の抑制

や症状の改善が見られる場合があります。 

  ・ また，少しでも早く認知症の診断を受けることにより，認

知症の早期段階から適切なケアを受けることが可能です。 

・ このため，家族等が認知症に早期に気づき，適切な窓口で

相談することにより，認知症の早期発見・早期診断に結びつ

けるための取組が必要です。 

・ さらに，地域包括支援センターや介護支援専門員，かかり

つけ医等は，相互の連携をより深め，継続的に認知症の人や

その家族にとって，身近な相談窓口としての役割を果たして

いく必要があります。 

 

 ⑵ 必要な取組 

   少しでも早く家族等が認知症に気づき，診断を受け，適切な

認知症ケアを受けることができるよう，次の取組を提案します。 
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○ 早期発見・早期診断のための取組の構築 

・ 高齢者や家族等が認知症をチェックできる啓発物の配布な

ど，早期段階での認知症の気づきに繋げるための啓発事業の

推進 

・ 基本チェックリストなどを活用した早期発見に繋がる取組

の充実 

・ 高齢者や家族等が認知症に早期に気づき，適切な窓口で相

談や受診ができるよう，医師会をはじめとする関係機関・団

体と連携した早期発見・早期診断のための取組の構築 

 

○ 医療・介護・福祉が連携した認知症ケア体制の充実 

・ 医療・介護・福祉が緊密に連携した切れ目のない支援体制

の構築 

・ 医療従事者や介護従事者，地域包括支援センター職員等を

対象とした，多職種合同研修や講演会の開催による認知症ケ

アの質の向上 

 

 

４ 介護者への支援 

 ⑴ 課題 

  ・ 認知症の人を介護する家族の精神的・身体的な負担は大き

いものがあります。 

  ・ 認知症の人を介護する家族の身体的・精神的な負担の軽減

を図り，心の通った介護が継続できるよう，介護者を支援す

る必要があります。 

 

 ⑵ 必要な取組 

介護者への支援の手法として，次の取組を提案します。 

 

○ 認知症の人やその家族の生活状況に応じた情報の提供 

   認知症の人やその家族の生活状況に応じた情報を，介護保険

に関する通知と合わせて送るなど，入手しやすく，より有益で

わかりやすい情報の提供 
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○ 認知症についての知識や介護方法の学習機会の充実 

  家族介護教室などを活用した認知症介護に関する学習機会の

充実 

 

○ 認知症の人を介護する家族のつどいや交流会の開催 

  日常生活圏域など，認知症の人を介護する家族に身近な場所

でのつどいや交流会の開催 

 

 

５ 認知症の人やその家族が暮らしやすい地域づくりの推進 

 ⑴ 課題 

  ・ 認知症の人が住み慣れた地域で生活することが可能になれ

ば，自分らしさが維持されて，症状の進行を抑えることにも

なり，認知症の人を介護する家族の負担軽減にもつながりま

す。 

  ・ このため，本人や家族が認知症になっても，住み慣れた地

域で安心して暮らすことができる地域づくりが必要です。 

 

 ⑵ 必要な取組 

医療・介護・福祉の専門職が緊密に連携した切れ目のない認

知症ケアと合わせ，認知症の人が馴染みの地域で，地域住民に

よる見守りなど，認知症を地域で支える仕組みづくりの手法と

して，次の取組を提案します。 

 

 ○ 認知症の人やその家族を支える地域ネットワークの構築 

自治会，民生委員・児童委員，福祉協力員のほか，医療・介

護従事者，地域包括支援センターなどの関係機関が緊密に連携

した切れ目のない地域ネットワークの構築に向けた取組 

 

 ○ 地域包括支援センターの利用促進 

地域包括支援センターが，認知症の人やその家族の身近な相

談機関として利用されるよう，効果的・継続的・積極的な広報

活動の展開 

 



 -８-

６ 高齢者の権利擁護の促進 

 ⑴ 課題 

  ・ 近年，高齢者等を狙った悪質な事件等が頻発しており，日

常生活上の様々な判断や手続き，金銭管理に援助が必要な高

齢者が多くなっています。 

  ・ このため，たとえ認知症になっても，本人の望む生活が継

続できるよう，認知症高齢者等の権利を擁護するための取組

が必要です。 

 

 ⑵ 必要な取組 

高齢者の権利擁護の促進の手法として，次の取組を提案しま 

す。 

 

○ 成年後見制度の周知・理解促進 

   成年後見制度など権利擁護に関する講座等の充実 

 

 ○ 高齢者への虐待防止に向けた取組の推進 

・ 高齢者虐待の早期発見や防止に向けた住民や関係機関に対

する啓発 

・ 地域包括支援センターを中心とした幅広い支援体制の充実
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Ⅲ 認知症高齢者等対策の推進にあたって 
 

 １ 関係機関との連携 

   今後，認知症高齢者等対策を推進するにあたっては，本人や

家族，周囲の人々の気づきを早期の発見・診断につなげること

を目的に，引き続き，認知症の理解促進に向けた周知啓発や，

行政内部の連携はもちろんのこと，地域包括支援センターを中

心に，医療従事者や介護従事者，民生委員や自治会，社会福祉

協議会，さらにはボランティア団体や商店街など，関係機関や

地域の様々な社会資源と，緊密な連携を図ることが望まれます。 

 

 

 ２ 対策の進行管理 

   認知症高齢者等対策の実行性を高めるため，対策の進捗状況

を検証・評価し，市として必要な対策を講じることで，認知症

の本人やその家族に関わる施策を効果的に推進する必要がある。 

   このため，宇都宮市社会福祉審議会において進捗状況を検

証・評価するとともに，意見を求めることが望まれます。 
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【資料】 宇都宮市認知症高齢者等対策懇談会委員 
 

 

獨協医科大学                 大 森  健 一 ◎ 

認知症の人と家族の会 栃木県支部       金 澤  林 子 

東京成徳大学                 千保 喜久夫 ○ 

栃木県弁護士会                竹 澤  一 郎 

宇都宮市医師会                田 中  豊 治 

公募委員                   長谷川 朋子 

栃木県地域包括・在宅介護支援センター協議会  浜 野  修 

栃木県済生会高齢者ケアセンター        半 田  政 子 
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◎：会長 ○：職務代理者 


